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○
総
務
省
・
経
済
産
業
省
関
係
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
令
和
二
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
） 

 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
設
備
） 

第
二
条 

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
設
備
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術

活
用
シ
ス
テ
ム
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
設
備
と
す
る
。 

一 

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
電
波
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
基
地
局
（
同
項
第
一
号
に
係
る
も
の

に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
を
一
部
に
用
い
て
構
成
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
全
国
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム
」
と

い
う
。
） 

次
の
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
（
ホ
か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
と
一
体
と
し
て
運
用
さ
れ
る
設
備
を
含
む
。
） 
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イ 

ラ
ジ
オ
ユ
ニ
ッ
ト
の
電
気
通
信
設
備 

ロ 

デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
テ
ッ
ド
ユ
ニ
ッ
ト
の
電
気
通
信
設
備 

ハ 

セ
ン
ト
ラ
ル
ユ
ニ
ッ
ト
の
電
気
通
信
設
備 

ニ 

交
換
設
備 

ホ 

ア
ン
テ
ナ
（
イ
に
掲
げ
る
設
備
と
機
能
上
直
結
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

へ 

伝
送
路
設
備
（
光
フ
ァ
イ
バ
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
） 

ト 

鉄
塔
、
電
源
設
備
そ
の
他
の
附
属
設
備 

二 

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
、
特
定
基
地
局
以
外
の

無
線
局
（
電
波
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
無
線
局
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
特
定
基
地
局
と
同
一
の
通
信
方
式

を
用
い
る
無
線
通
信
を
行
う
も
の
の
無
線
設
備
を
一
部
に
用
い
て
構
成
さ
れ
る
も
の
（
以
下
「
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
シ

ス
テ
ム
」
と
い
う
。
） 

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
設
備
（
ハ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
設
備
が
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
設
備
と
一
体
と
し
て
運
用
さ
れ
る
設
備
を
含
む
。
） 

イ 

特
定
基
地
局
以
外
の
基
地
局
（
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
第
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四
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
基
地
局
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
無

線
設
備 

ロ 

交
換
設
備 

ハ 

自
営
等
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
無
線
局
（
基
幹
放
送
局
を
除
く
。
）
の
開
設
の
根
本
的
基

準
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
第
三
条
第
二
号
の
二
に
規
定
す
る
自
営
等
広
帯
域
移

動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
（
ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム
の
制
御
信
号
の
送
受
信
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の

に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
条
第
二
号
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
基
地
局
の
無
線
設
備 

ニ 

伝
送
路
設
備
（
光
フ
ァ
イ
バ
を
用
い
た
も
の
に
限
る
。
） 

ホ 

陸
上
移
動
局
（
電
波
法
施
行
規
則
第
四
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
陸
上
移
動
局
を
い
う
。
次
条
第
二

号
ホ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
無
線
設
備
及
び
当
該
無
線
設
備
と
接
続
さ
れ
、
生
産
、
販
売
そ
の
他
の
事
業
活
動

の
用
に
供
さ
れ
る
機
械
及
び
装
置
並
び
に
器
具
及
び
備
品 

へ 

鉄
塔
、
電
源
設
備
そ
の
他
の
附
属
設
備 

（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
一
部
を
構
成
す
る
集
合
体
） 
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第
三
条 

法
第
二
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
集
合
体
（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
高
度
情
報
通

信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

一 

全
国
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム 

次
に
掲
げ
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ 

イ 

ラ
ジ
オ
ユ
ニ
ッ
ト
の
電
気
通
信
設
備 

ロ 

デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
テ
ッ
ド
ユ
ニ
ッ
ト
の
電
気
通
信
設
備 

ハ 

セ
ン
ト
ラ
ル
ユ
ニ
ッ
ト
の
電
気
通
信
設
備 

ニ 

交
換
設
備 

二 

ロ
ー
カ
ル
５
Ｇ
シ
ス
テ
ム 

次
に
掲
げ
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
組
合
せ 

イ 

特
定
基
地
局
以
外
の
基
地
局
の
無
線
設
備 

ロ 

交
換
設
備 

ハ 

自
営
等
広
帯
域
移
動
無
線
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
の
基
地
局
の
無
線
設
備 

ニ 

伝
送
路
設
備
（
光
フ
ァ
イ
バ
を
用
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
イ
又
は
ハ
及
び
ロ
の
間
の
情
報
通
信
を
行
う



 

5 

た
め
の
も
の
に
限
る
。
） 

ホ 

陸
上
移
動
局
の
無
線
設
備 

 

（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
供
給
計
画
の
認
定
の
申
請
） 

第
四
条 

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
供
給
計
画
（
法
第
二
条
第

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
認
定
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書

を
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
の
提
出
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

申
請
者
の
定
款
（
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
写
し
及
び
申
請
者
が
登
記
を
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明
書 

二 

申
請
者
の
直
近
の
事
業
報
告
の
写
し
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
こ
れ
ら
の
書
類
を
作
成
し
て
い
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
） 

三 

当
該
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
供
給
計
画
の
実
施
に
必
要
な
資
金
の
使
途
及
び
調
達
方
法
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に
つ
い
て
の
内
訳
を
記
載
し
た
書
類 

３ 
主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
申
請
書
及
び
前
項
の
書
類
の
ほ
か
、
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
供

給
計
画
が
法
第
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
る
書
類
の
提

出
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

二
の
主
務
大
臣
に
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
一
の
主
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
他
の
主

務
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
書
は
、
当
該
一
の
主
務
大
臣
が
提
出
を
受

け
た
日
に
お
い
て
当
該
他
の
主
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
供
給
計
画
の
認
定
） 

第
五
条 

主
務
大
臣
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
供
給
計
画

の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
同
条
第
三
項
の
定
め
に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
特
定

高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
供
給
計
画
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と

し
て
一
月
以
内
に
、
申
請
者
に
様
式
第
二
に
よ
る
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
三
に
よ
る
通
知
書
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を
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
主
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
四
に
よ
り
、
当
該
認
定
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

認
定
の
日
付 

二 

開
発
供
給
計
画
認
定
番
号 

三 

認
定
開
発
供
給
事
業
者
の
名
称 

四 

認
定
開
発
供
給
計
画
の
概
要 

 

（
認
定
開
発
供
給
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
及
び
認
定
） 

第
六
条 

認
定
開
発
供
給
計
画
（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
に
係

る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
八
条
第
一
項
の
認
定
を
要
し

な
い
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
軽
微
な
変
更
を
行
っ
た
認
定
開
発
供
給
事
業
者
は
、
遅
滞
な
く
、

様
式
第
五
に
よ
り
そ
の
旨
を
主
務
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
開
発
供
給
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
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け
よ
う
と
す
る
認
定
開
発
供
給
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
変
更
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
様
式
第
六
に 

よ
る
申
請
書
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
変
更
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

二
の
主
務
大
臣
に
変
更
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
一
の
主
務
大
臣
を
経
由
し
て
、
他
の
主
務
大

臣
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
申
請
書
は
、
当
該
一
の
主
務
大
臣
が
提
出
を
受

け
た
日
に
お
い
て
当
該
他
の
主
務
大
臣
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

主
務
大
臣
は
、
第
二
項
の
変
更
申
請
書
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
法
第
七
条
第
三
項
の
定
め

に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
変
更
申
請
の
あ
っ
た
認
定
開
発
供
給
計
画
の
変
更
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
そ

の
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
に
、
変
更
申
請
者
に
様
式
第
七
に
よ
る
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

５ 

主
務
大
臣
は
、
前
項
の
変
更
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
八
に
よ
る

通
知
書
を
変
更
申
請
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

主
務
大
臣
は
、
第
四
項
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
様
式
第
九
に
よ
り
、
当
該
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 
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一 

変
更
の
認
定
の
日
付 

二 
変
更
後
の
開
発
供
給
計
画
認
定
番
号 

三 

認
定
開
発
供
給
事
業
者
の
名
称 

四 

変
更
後
の
認
定
開
発
供
給
計
画
の
概
要 

 

（
認
定
開
発
供
給
計
画
の
変
更
の
指
示
） 

第
七
条 

主
務
大
臣
は
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
開
発
供
給
計
画
の
変
更
を
指
示
す
る
と
き
は
、
当
該

変
更
の
指
示
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
十
に
よ
る
通
知
書
を
当
該
変
更
の
指
示
を
受
け
る
認
定
開

発
供
給
事
業
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
認
定
開
発
供
給
計
画
の
認
定
の
取
消
し
） 

第
八
条 

主
務
大
臣
は
、
法
第
八
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
開
発
供
給
計
画
の
認
定
を
取
り
消
す
と

き
は
、
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
記
載
し
た
様
式
第
十
一
に
よ
る
通
知
書
を
当
該
認
定
が
取
り
消
さ
れ
る
認
定
開
発

供
給
事
業
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

主
務
大
臣
は
、
認
定
開
発
供
給
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
り
、
そ
の
認
定
を
取
り
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消
さ
れ
た
日
付
、
開
発
供
給
計
画
認
定
番
号
及
び
事
業
者
の
名
称
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
実
施
状
況
の
報
告
） 

第
九
条 

認
定
開
発
供
給
事
業
者
は
、
主
務
大
臣
の
求
め
に
応
じ
て
、
認
定
開
発
供
給
計
画
の
実
施
状
況
を
、
様
式
第

十
三
に
よ
り
主
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
八
月
三
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
） 

 

こ
の
省
令
は
、
特
定
高
度
情
報
通
信
技
術
活
用
シ
ス
テ
ム
の
開
発
供
給
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び
国
立

研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
三

月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
） 

 

こ
の
省
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


